様式第1号（第3項第2号関係）
公　募　委　員　案　内　書

	審議会等の名称
	岐阜市口腔保健推進審議会

	公募する委員の人数
	２名

	委員の任期
	委嘱日から２年間

	応募資格
	次の全てに該当する者
①応募時に市内在住・在学・在勤、または市内で事業・活動を行っている者
②公募委員となる日に本市の他の審議会などの委員でない者
③本市を含む行政機関の職員または本市市議会議員でない者
④過去に岐阜市口腔保健推進審議会の公募委員として在任していない者

	応募方法
	市ホームページまたは保健衛生政策課にて応募用紙を入手し、必要事項を記入の上、次に掲げる方法により提出すること。
①郵便

②ファクシミリ
③電子メール
④オンライン申請フォーム
⑤保健衛生政策課へ直接提出
（開庁時間は平日８時４５分～１７時３０分）

	応募期間
	令和８年６月１６日(火)～令和８年７月１５日(水)必着

	選考の方法等
	①選考の方法：小論文（800字程度）及び面接
②選考日（面接）：応募者に改めて通知します。

	委員の職務
	歯・口腔の健康づくりに関する施策などについて意見を聴取する。
開催回数は、平日に年１～３回程度。（時間は約２時間）

	報酬等
	９，６００円／回
※支払い時には、源泉徴収をいたします。

	その他
	委員会の構成は、歯科医療、保健医療及び教育、福祉関係団体等の代表者や学識経験者など１５名程度で組織

	事務局
	岐阜市保健衛生部保健衛生政策課
〒５００－８３０９

岐阜県岐阜市都通２丁目１９(岐阜市保健所内)

電話：０５８－２５２－７１９２

ファックス：０５８－２５２－０６３９

Ｅメール： hokeneisei-sei@city.gifu.gifu.jp


